
新たな総合戦略の策定について
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デジタル田園都市国家構想総合戦略

１ 国の動向について

〇 2014年11月 まち・ひと・しごと創生法 公布・施行

〇 2014年12月 第１期「長期ビジョン」・「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定
（計画期間：2014～2019年度）

〇 2019年12月 第２期「長期ビジョン」・「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定
（計画期間：2020～2024年度）

〇 2022年12月 「デジタル田園都市国家構想総合戦略」策定
（計画期間：2023～2027年度）

〈デジタル田園都市国家構想総合戦略の基本的考え方〉

○ デジタルの力を活用して地方創生を加速化・深化し、「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせ

る社会」を目指す。

〇 東京圏への過度な一極集中の是正や多極化を図り、地方の社会課題を成長の原動力とし、地

方から全国へとボトムアップの成長につなげていく。
など



２ 県の方針

○ 「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、これまで本県では、国の動きに合わせて、人口ビ

ジョンとまち・ひと・しごと創生総合戦略を策定してきた。

・2015年10月 第１期「愛知県人口ビジョン・まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定

・2020年 3月 第２期「愛知県人口ビジョン・まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定

※ 新型コロナウイルスの感染拡大を契機とした状況変化に対応するため、2022年3月に改訂

〇 国の「デジタル田園都市国家構想総合戦略」の策定を踏まえ、現行の第２期まち・ひと・

しごと創生総合戦略を抜本的に改訂し、新たな総合戦略を県としての人口問題対策プラン

として策定する。

愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略
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３ 新たな総合戦略の概要

2023年度～2027年度（５か年）

＜策定時期＞

2023年10月（予定）

・ 人口減少をできる限り歯止めをかけることや、人口減少下でも県内各地域が

活力を維持し、安心、快適に暮らせる社会づくりを進めていくことなど、本県の

人口問題対策の基本的考え方や方向性を示す。

・ 「しごとづくり」、「魅力づくり」、「結婚・出産・子育て環境づくり」などの基本目標

ごとに施策の充実や重要業績評価指標（KPI）の見直しなどを行うとともに、県全

体のデジタル化に関する新たな基本目標の設定について検討していく。

・ 県内各地域の人口動向と課題を整理・分析し、地域別の方向性を示す。
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新たな総合戦略

計画期間

策定時期

内 容
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検討体制

４ 検討体制

■ 愛知県人口問題対策本部

・県庁内で人口問題に関する危機意識を共有するとともに、連携強化を図る。
※ 既存の「愛知県まち・ひと・しごと創生推進本部」との併催とする。

■ 愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議

・現行の「まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議」のメンバーを入れ替え、人口問題や

デジタル関係の有識者等に新たに参画していただく。

・総合戦略の策定にあたって意見をいただくとともに、人口問題に関するアドバイザリーボ

ードとして、助言をいただく。

■ 市町村連絡会議

・県内を６ブロック程度に分けて開催し、情報の共有や施策の連携を図る。

庁内検討

外部有識者からの意見聴取

市町村との連絡調整
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策定スケジュール（予定）

対策本部 推進会議 市町村等

2022年度

2023年度

第１回会議（４月下旬）

（論点整理）

第２回会議（７月頃）

（骨子の提示・検討）

第３回会議（９月頃）

（案の提示・検討）

対策本部設置

（３月）

第1回市町村連絡会議

（５～６月頃）

・パブリックコメント

対策本部（７月頃）

（骨子の提示）

対策本部（９月頃）

（素案の提示）

対策本部（10月）

（総合戦略の策定）

第2回市町村連絡会議

（８月頃）

「総合戦略」策定（10月）


